
「きくよう みんなの応援券」利用対象店 募集要項

１　事業の目的
[bookmark: _Hlk219387526]　食料品を中心とした物価高騰の影響を受ける町民の生活を支援するとともに、町内店舗での消費を促し、地域経済の活性化を図ることを目的として、地域振興券（通称「きくよう みんなの応援券」、以下、応援券という）事業を実施する。

２　事業の概要
	名称
	きくよう みんなの応援券

	発行者
	菊陽町

	対象者
	町民（令和８年２月１日現在の住民基本台帳登録者）

	配付総額

	５２８,000,000円（見込み）
町民１人あたり1２,000円（1,000円×1２枚の1綴り）の応援券を交付

	配付部数
	4４,000部（見込み）

	配布方法
	配送業者による対面引き渡し（世帯主に世帯全員分配布）

	配布期間
	令和８年３月下旬以降

	利用期間
	令和８年４月１日～令和８年７月３１日

	対象店
	町内に事業所又は店舗を有する事業者
※登録を完了したものに限る

	換金手続期間
	令和８年４月１０日～令和８年８月１９日（予定）



３　応援券の取扱いに係る注意事項
・応援券は、物品の販売又は役務の提供などの対価の支払いに利用できる。
・応援券の券面金額に満たない支払に利用される場合は、釣銭を支払わない。
・対価の支払いに不足が生じる場合は、その不足分を現金等で受け取る。
・利用期間を過ぎた場合は、応援券の利用を認めない（受け取らない）。
・受け取った応援券の裏面に受領日と店名を記入し、換金するまで厳重に保管する。
・応援券の盗難、紛失、滅失、偽造等に対して、発行者は責任を負わない。
・応援券を取り扱う全ての従業員に応援券の見本を予め確認させる。
・支払いに利用される応援券について、受け取る際に色合いや質感などの形式的な確認を行う。
・形式的な確認により応援券が偽造されたことが明らかと認められる場合は、受取りを拒んだ上で速やかに警察に通報し、町及び商工会に報告する。



４　応援券の利用対象にならないもの
[bookmark: _Hlk219727840]　⑴　国税、地方税、使用料等の租税公課
[bookmark: _Hlk219727852]⑵　金券、商品券、はがき、印紙、プリペイドカード等換金性の高いもの
[bookmark: _Hlk219727862]⑶　たばこ事業法第２条第１項第３号に規定する製造たばこ
⑷　現金（電子マネー含む）との換金、金融機関への預け入れ
⑸　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業（ゲームセンター、パチンコ等）に係る支払
⑹　対象店が指定するもの
⑺　その他町長が適当でないと認めたもの

５　対象店の登録の要件
町内に事業所又は店舗等を有する事業者とし、町内の事業所･店舗に限り応援券を利用可能とできる者。
【登録ができない事業者】
①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団及び同法第２条第６号に規定する暴力団員が営業に携わっている者
②宗教団体、政治団体と関わるものや公序良俗に反する営業その他の行為を行う者

６　対象店の責務
　・対象店であることが町民に分かりやすいようにポスター等を掲示するものとする。
・応援券の利用可能な支払いについて、受取を拒否しない。
　・応援券と現金の交換を行わない。
　・応援券を偽造又は変造しない。
　・応援券の譲渡又は売買を行わない。
　・応援券の２次利用を禁止する。

７　登録の申込み方法
　希望者は、別紙の「登録申込書」及び振込口座の金融機関名、支店名、名義人、口座番号が確認できる通帳の写しを菊陽町商工会に提出する。
　　提出の方法は、郵送、持参、ＦＡＸ、電子メール（ＰＤＦ形式）によるものとする。
　　なお、ＱＲコードから表示されるＧｏｏｇｌｅフォームからの申込みも可とする。

８　申込期限
　　令和８年６月３０日（火）まで

９　登録の認定
　対象店の認定については、対象店掲示用ポスターを交付することとする。
　また、２月１７日（火）までに申し込みを行った店舗については、対象店一覧表(紙)に店名を記載し、応援配布の際に同封する。それ以降に申し込みを行った場合、菊陽町及び菊陽町商工会ホームページ上の対象店一覧に順次追加掲載する。

10　登録に当たっての留意事項
（１）申込書の内容に虚偽の記載や違反があった場合は、対象店としての登録を取り消すことがある。
（２）対象店の認定を受けた日又は令和８年４月１日（水）のいずれか遅い日から振興券の利用を認めることとする。
（３）対象店の認定を取り消された場合は、その日以降、当該店舗による振興券の受取り及び換金を認めない。

11　換金方法
　受け取った応援券については、予め指定された換金請求締め日までに換金請求書と併せて提出し、菊陽町商工会にて換金の手続きを行い、後日指定口座に振込を受ける。
※換金請求締め日(月に２回ほど設定)から１０日程度で振込みます。
※振込手数料については、菊陽町商工会が負担します。
※応援券の利用が少ない場合は、複数月分をまとめて請求していただくようご協力をお願いします。
※換金請求する応援券には、必ず受取日と店名の記入（ゴム印可）をお願いします。

12　取扱い説明会の開催
３月１９日(木)に、利用対象店に対する取扱説明会を開催します。（別紙にて出欠の回答をお願いします。）
その際に、取扱い上の注意点を説明し、マニュアル、ポスター、換金請求書等をお配りします。説明会に欠席の方や、説明会後に登録申込みをした方は、３月２３日(月)以降に商工会まで上記の配布物を受取りに来てください。

13　申込先
　　菊陽町商工会　〒869-1103　菊池郡菊陽町大字久保田2816番地
　　電話番号：096-232-2757
　　FAX：096-232-7480
　　メールアドレス：kikuyoushoko@gmail.com
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